SEEPS30周年記念公募型シンポジウム　手続きのご案内

１．支払いの手続きについて
SEEPSからの20万円の補助のお支払い手続きは以下の通りです。
会員の方による立替払いの後、立替えられた方の口座に学会事務局から振り込みます。

立替えられましたら以下の書類を送付してください。
・振込口座申請用紙（添付様式）のファイルをメールにて、学会事務局　山田様宛に送付。
seeps-post@as.bunken.co.jp

・領収書の原本を郵送にて、学会事務局　山田様宛に送付。
　領収書の宛名は「環境経済・政策学会」でお願いします。

郵送先住所
〒162-0801東京都新宿区山吹町358-5　アカデミーセンター
　環境経済・政策学会事務局　山田様宛

　　旅費の場合　
・航空券の半券、ホテルの領収書（または予約がわかるもの）など（旅行会社でホテルと航空券等をまとめたとった場合は旅行会社の領収書）を、山田様に郵送。
・旅費のうち、鉄道など領収書の取得が難しい場合は、領収書は不要。
・招聘する場合の招聘・滞在旅費・謝金を請求される際には、立替払いをされる方の所属機関の規定をベースにして金額を計算してください。

※原則として会員の方による立替払いですが、学生アルバイトへの支出については、学生さんへの直接の支払いが可能です。各学生さんの振込口座登録書と、各学生さんがいつ何時間働き、合計いくら支払うのかをまとめたファイル（添付様式）を学会事務局の山田様宛にメールにて送付してください。

事務局あてのメール本文や郵送の際の送付状等に以下の情報をご記入ください。
・SEEPS30周年記念公募型シンポジウムに関する費用であること
・シンポジウムのタイトル
・出金予定の金額の内訳と使途（何にいくら使用するか）


＜支出のまとめ＞
・最終的には、学会からの補助で支払った費用の内訳をまとめた支出リストのファイル（添付様式）を中野までメールでご提出ください。
（記念事業の支出の報告に必要となります）
　　学会からの補助金額の上限20万円を超えないようにご注意ください。

2．広報について
「SEEPS設立30周年記念ウェブサイトへの簡易な内容の掲載」については先日ご確認いただきありがとうございました。近日中にアップする予定です。

「シンポジウム内容の詳細」については、開催１か月前～2週間前までに情報を中野まで送付いただければ、簡易版からリンクを設定いたします。もっと早く公開を希望される場合には、適宜送付いただけましたらアップいたします。

「会員用メーリングリストへの配信」についても、開催１か月前～2週間前までに情報を中野まで送付いただければ、学会にて対応いたします。もっと早く送信することも可能ですので適宜ご連絡ください。

「情報交換用メーリングリストへの配信」については、各主催者において配信いただきますようお願いいたします。

３．SEEPSとの共催について
以前ご連絡いたしましたように、SEEPSを共催にしていただきますようお願いいたします。
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